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訪問介護

介護型ヘルプサービス、生活支援型ヘルプサービス

重要事項説明書

社会福祉法人京都悠仁福祉会

訪問介護ステーションヴィラ稲荷山

＜令和 6年 4月 1日現在＞

１ 訪問介護事業者（法人）の概要

名称・法人種別 社会福祉法人京都悠仁福祉会

代 表 者 名 理事長 武田 隆久

所在地・連絡先

（住所） 京都府京都市伏見区深草正覚町２３番

（電話） ０７５－５６１－６５５０

（ＦＡＸ） ０７５－５６１－６５５２

設立年月 平成１８年２月１４日

２ 事業所の概要

（1） 事業所名称及び事業所番号

事業所名 訪問介護ステーション ヴィラ稲荷山

所在地・連絡先

（住所） 京都市伏見区深草正覚町２４番地

（電話） ０７５－７４１－８５５０

（FAX） ０７５－５６１－６５５２

事業所番号

令和 5年 3 月 1 日指定

訪問介護

（指定事業者番号 京都市 第 2670900899 号）

介護型ヘルプサービス

（指定事業者番号 京都市 第 2670900899 号）

生活支援型ヘルプサービス

（指定事業者番号 京都市 第 26A0901304 号）

管理者の氏名 藤原 啓行
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（2） 事業所の職員体制

職 種
常 勤 非常勤 職務の内容

専従 兼務 専従 兼務

１．管理者 １名

併設施設の事務管理者・

サービス提供責任者を

兼務

２．サービス提供責任者

訪問事業責任者
１名 1名 管理者を兼務

３．訪問介護員
2名 １名

（１）介護福祉士 １名

（２）介護職員基礎研修修了者

（３）介護職員実務者研修

（ヘルパー１級）過程修了者
１名 １名

（４）介護職員初任者研修

（ヘルパー２級）過程修了者

（3） 職務内容

・管理者

管理者は，事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに，従業者に事

業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

・サービス提供責任者

①サービス提供責任者は，事業所に対する指定訪問介護，指定介護型ヘルプサービス、

指定生活支援型ヘルプサービスの利用の申込みに係る調整，訪問介護員等に対する技

術指導及び自立支援・重度化防止の観点を踏まえた訪問介護計画の

作成等を行います。

②居宅介護支援事業所等に対し，サービスの提供にあたり把握した利用者様の服薬状況、

口腔機能その他の心身の状態及び生活状況にかかる必要な情報提供を行います。なお，

提供内容はサービス提供責任者が適切に判断します。また，必要な情報の提供について

は，予めサービス担当者会議等で居宅介護支援事業者等と調整します。

③訪問介護を実際に行った時間を記録させるとともに，当該時間が標準的な時間に比べて

著しく短時間となっている状態が続く場合は，サービス提供責任者は，介護支援専門員と

調整の上，訪問介護計画の見直しを行います。また，併せてすべての介護職員を対象に

月１回以上会議を主宰し，運営します。

・訪問介護員

訪問介護等は，訪問介護計画に基づき，サービスを提供し，利用者の状況についてサー

ビス提供責任者に報告するとともに，研修や技術指導等を受けます。
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（4） 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域 伏見区深草支所管内（稲荷・砂川学区）・東山区（月輪学区）下京区

（醒泉・植柳・安寧・梅逕・稚松・皆山・菊浜・崇仁学区）・南区（山王・

東和・陶化学区）

（5） 営業日・営業時間

営業日 営業時間

月曜日～金曜日 8：30～17：00

営業しない日 土曜日・日曜日・12月30日～1月3日

３ 当事業所が提供するサービス

当事業所では、利用者の家庭に訪問し、サービスを提供します。

＜サービスの内容＞

種類 内容・手順

１ 身体介護 食事介助 食事の介助を行います。

入浴介助 入浴の介助または入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などします。

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。

外出介助 買物同行の介助を行います。

服薬介助 服薬の準備及び、確認を行います。

自立生活支

援・重度化防

止のための見

守り的援助

・利用者と一緒に家事全般の手助けや見守り（安全

確認の声かけや転倒予防のための見守り、疲労の確

認を含む）を行います。

・入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予

防のための声かけ、体調確認なども含む)を行います。

・自らが服薬ができるよう、服用時において直接介助を

行わずに側で見守り、服薬を促します。

・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声か

けや見守り中心で必要な時だけ介助）を行います。

・車椅子等での移動介助を行って店に行き、利用者が

自ら品物を選べるよう援助します。

※上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの

等であって、利用者と訪問介護員がともに日常生活に関する動作

を行います。

２ 生活援助
買い物

利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。

（預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。）

調 理
利用者の食事の用意を行います。

（家族分の調理は行いません。）

掃 除

利用者の居室の掃除を行います。

（利用者様の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いませ

ん。）
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洗 濯
利用者の衣類等の洗濯を行います。

（家族分の洗濯は行いません。）

ベッドメイク
利用者の布団整え・シーツ交換・布団干しを行います。（家族分の

ベッドメイクは行いません。）

衣類整理
利用者の衣類整理・季節毎の入れ替えを行います。

（家族分の衣類整理は行いません。）

ごみ出し 自宅のゴミ集め定められた場所にゴミ出しを行います。

３ その他
相談

日常生活を営むうえでの心身の不安や悩みについての相談を行い

ます。

４ 当事業所が提供する利用料金

当事業所が提供するサービスについては、次の通りです。

・利用料金が介護保険から給付される場合

・利用料金の全額を利用者に負担いただく場合

（1） 介護保険給付対象サービス

介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の１割（一定以上の所得のある

方は２割、３割）が利用者の負担額となります。

【料 金 表】 （令和 6 年 5 月 31 日まで）

【介護型ヘルプサービス】

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等ベースアッ

プ等支援加算の料金を含む。

介護型ヘルプサービス 週1回程度（Ⅰ） 週 2回程度（Ⅱ） 週 3 回程度（Ⅲ）

① 単位数（訪問介護費） 1,148 2,296 3,645

② 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）単位数 157 315 499

③ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）単位数 72 145 230

④ 介護職員等ベースアップ等支援加算 28 55 87

⑤ ①＋②＋③＋④合計単位数 1,405 2,811 4,461

⑥ 利用料金 15,033 30,077 47,732

⑦
うち、介護保険から

給付される金額

１割負担 13,529 27,069 42,958

２割負担 12,026 24,061 38,185

３割負担 10,523 21,053 33,412

⑧
サービス利用に係る

自己負担額(⑥-⑦）

１割負担 1,504 3,008 4,774

２割負担 3,007 6,016 9,547

３割負担 4,510 9,024 14,320
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【生活支援型ヘルプサービス】

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等ベースアッ

プ等支援加算の料金を含む。

生活支援型ヘルプサービス 週1回程度（Ⅰ） 週 2回程度（Ⅱ） 週 3 回程度（Ⅲ）

① 単位数（訪問介護費） 964 1,928 3,060

② 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）単位数 132 264 419

③ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）単位数 61 121 193

④ 介護職員等ベースアップ等支援加算 23 46 73

⑤ ①＋②＋③＋④合計単位数 1,180 2,359 3,745

⑥ 利用料金 12,626 25,241 40,071

⑦
うち、介護保険から

給付される金額

１割負担 11,363 22,716 36,063

２割負担 10,100 20,192 32,056

３割負担 8,838 17,668 28,049

⑧
サービス利用に係る

自己負担額(⑥-⑦）

１割負担 1,263 2,525 4,008

２割負担 2,526 5,049 8,015

３割負担 3,788 7,573 12,022
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【訪問介護】

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等ベースアッ

プ等支援加算、特定事業所加算（Ⅰ）の料金を含む。

サービスに要する時間 ２０分未満
２０分以上

３０分未満

３０分以上

６０分未満

６０分以上

９０分未満

身

体

介

護

① 単位数（訪問介護費） 163 244 387 567

② 特定事業所加算（Ⅰ） 単位数 33 49 57 113

③ ①＋②合計単位数 196 293 464 680

④ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）単位数 22 33 53 78

⑤ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）単位数 10 15 24 36

⑥ 介護職員等ベースアップ等支援加算 4 6 9 14

⑦ ③＋④＋⑤＋⑥合計単位数 232 347 550 808

⑧ 利用料金 2,482 3,712 5,885 8,645

⑨
うち、介護保険から

給付される金額

１割負担 2,233 3,340 5,296 7,780

２割負担 1,985 2,978 4,716 6,924

３割負担 1,732 2,598 4,119 6,051

⑩
サービス利用に係る

自己負担額(⑧-⑨）

１割負担 249 372 589 865

２割負担 497 745 1,179 1,732

３割負担 745 1,114 1,766 2,594

生

活

援

助

サービスに要する時間
２０分以上

４５分未満
４５分以上

① 単位数（訪問介護費） 179 220

② 特定事業所加算（Ⅰ） 単位数 36 44

③ ①＋②合計単位数 215 264

④ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）単位数 25 30

⑤ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）単位数 11 14

⑥ 介護職員等ベースアップ等支援加算 4 5

⑦ ③＋④＋⑤＋⑥合計単位数 255 313

⑧ 利用料金 2,728 3,349

⑨
うち、介護保険から

給付される金額

１割負担 2,455 3,044

２割負担 2,182 2,679

３割負担 1,909 2,344

⑩
サービス利用に係る

自己負担額(⑧-⑨）

１割負担 273 335

２割負担 546 670

３割負担 819 1,005
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※上表は保険給付に、地域区分１０．７０円を上乗せして計算しております。

※「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために法で定められた標準的な所要時

間です。

※上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者の

訪問介護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。

※平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で

利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれ

ば、介護保険給付対象となります。

・夜間（午後６時から午後１０時まで） ：２５％

・早朝（午前６時から８時まで） ：２５％

・深夜（午後１０時から午前６時まで） ：５０％

※利用者の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者又はその家族等の

同意を得て、訪問介護員が２人で訪問する場合は、２人分の料金となります。（訪問介護のみ）

※介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額

が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない

場合があります。その場合、利用者は１ヶ月につき料金表の利用料金全額をお支払いくださ

い。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を

変更します。

【各種加算料金】

１割負担 ２割負担 ３割負担

初回加算

（1月 ２００単位）
293円 585円 877円

過去２ヶ月に指定訪問介護を受けていない

場合に加算。

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対

して、初回に実施した訪問介護と同月内に

サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う

場合又は他の訪問介護員が訪問介護を行う

際に同行訪問した場合に加算します。

緊急時訪問介護加算

（１回 １００単位）
146円 291円 437円

1回の要請につき１回を限度として加算。

利用者やその家族等からの要請を受けて、

サービス提供責任者が介護支援専門員と連

携を図り、介護支援専門員が必要と認めた

時に、サービス提供責任者又はその他の訪

問介護員等が居宅サービスにない訪問介護

（身体介護）を行った場合に加算します。

生活機能向上

連携加算（Ⅰ）

（1 月 １００単位）

146円 291円 437円

サービス提供責任者が、訪問リハビリテーシ

ョン事業所または通所リハビリテーション事業

所の理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士（以下「理学療法士等」という。）による訪

問リハビリテーション又は通所リハビリテーシ

ョンの一環として利用者の自宅を訪問する際

にサービス提供責任者が同行する等により、

理学療法士等と共同して行ったアセスメント
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結果に基づき訪問介護計画を作成。また当

該理学療法士等と連携して訪問介護計画に

基づくサービス提供を行い、当該計画に基

づく初回の訪問介護が行われた日から３ヶ月

間、算定します。

生活機能向上

連携加算《Ⅱ）

（１月 ２００単位）

293円 585円 877円

サービス提供責任者が、訪問リハビリテーシ

ョン事業所または通所リハビリテーション事

業所の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士が利用者宅を訪問して行う場合に加え

て、リハビリテーションを実施している医療提

供施設（原則として許可病床数 200 床未満

のものに限る。）の理学療法士・作業療法士

・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合、算

定します。

口腔機能強化加算

（１月 ５０単位）
73 円 146 円 219 円

口腔の健康状態の評価を実施した場合に

おいて、利用者の同意を得て、歯科医療機

関及び介護支援専門員に対し、当該評価

の結果の情報提供を行ったときに加算しま

す。

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ）

国が定める基準に適合し、介護職員の処遇改善等を実施しているものとし

て、所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位）に１３．

７％を乗じた単位数を加算します。

介護職員処遇改善加算

（Ⅱ）

国が定める基準に適合し、介護職員の処遇改善等を実施しているものとし

て、所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位）に１０．

０％を乗じた単位数を加算します。

介護職員等特定処遇改

善加算(Ⅰ)

上記「介護職員処遇改善加算Ⅰ」同様に、所定単位数（基本サービス費に

各種加算減算を加えた総単位）に６．３％を乗じた単位数を加算します。

介護職員等特定処遇改

善加算(Ⅱ)

上記「介護職員処遇改善加算Ⅰ」同様に、所定単位数（基本サービス費に

各種加算減算を加えた総単位）に４．２％を乗じた単位数を加算します。

介護職員等ベースアッ

プ等支援加算

上記「介護職員処遇改善加算」同様に、所定単位数（基本サービス費に各

種加算減算を加えた総単位）に２．４％を乗じた単位数を加算します。

特定事業所加算

（Ⅰ）

国が定める基準に適合し、利用者に対し訪問介護を行った場合、所定単

位数（基本サービス費）に２０％を乗じた単位を加算します。

特定事業所加算

（Ⅱ）

国が定める基準に適合し、利用者に対し訪問介護を行った場合、所定単

位数（基本サービス費）に１０％を乗じた単位を加算します。

特定事業所加算

（Ⅴ）

国が定める基準に適合し、利用者に対し訪問介護を行った場合、所定単

位数（基本サービス費）に３％を乗じた単位を加算します。
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【料 金 表】 （令和 6 年 6 月 1 日より）

【介護型ヘルプサービス】

※介護職員等処遇改善加算の料金を含む。

【生活支援型ヘルプサービス】

※介護職員等処遇改善加算の料金を含む。

介護型ヘルプサービス 週1回程度（Ⅰ） 週 2回程度（Ⅱ） 週 3 回程度（Ⅲ）

① 単位数（訪問介護費） 1,148 2,296 3,645

② 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 281 563 893

③ ①＋②合計単位数 1,429 2,859 4,538

④ 利用料金 15,290 30,591 48,556

⑤
うち、介護保険から

給付される金額

１割負担 13,761 27,531 43,700

２割負担 12,232 24,472 38,844

３割負担 10,703 21,413 33,989

⑥
サービス利用に係る

自己負担額(④-⑤）

１割負担 1,529 3,060 4,856

２割負担 3,058 6,119 9,712

３割負担 4,587 9,178 14,567

生活支援型ヘルプサービス 週1回程度（Ⅰ） 週 2回程度（Ⅱ） 週 3 回程度（Ⅲ）

① 単位数（訪問介護費） 964 1,928 3,060

② 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 236 472 750

③ ①＋②合計単位数 1,200 2,400 3,810

④ 利用料金 12,840 25,680 40,767

⑤
うち、介護保険から

給付される金額

１割負担 11,556 23,112 36,690

２割負担 10,272 20,544 32,613

３割負担 8,988 17,976 28,536

⑥
サービス利用に係る

自己負担額(④-⑤）

１割負担 1,284 2,568 4,077

２割負担 2,568 5,136 8,154

３割負担 3,852 7,704 12,231
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【訪問介護】

※介護職員等処遇改善加算、特定事業所加算（Ⅰ）の料金を含む。

※上表は保険給付に、地域区分１０．７０円を上乗せして計算しております。

※「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために法で定められた標準的な所要時

間です。

※上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者の

訪問介護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。

※平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で

サービスに要する時間 ２０分未満
２０分以上

３０分未満

３０分以上

６０分未満

６０分以上

９０分未満

身

体

介

護

① 単位数（訪問介護費） 163 244 387 567

② 特定事業所加算（Ⅰ） 単位数 33 49 57 113

③ ①＋②合計単位数 196 293 464 680

④ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 40 60 95 139

⑤ ③＋④合計単位数 236 353 559 819

⑥ 利用料金 2,525 3,777 5,981 8,763

⑦
うち、介護保険から

給付される金額

１割負担 2,272 3,399 5,382 7,886

２割負担 2,020 3,021 4,784 7,010

３割負担 1,767 2,643 4,186 6,134

⑧
サービス利用に係る

自己負担額(⑥-⑦）

１割負担 253 378 599 877

２割負担 505 756 11,97 1,753

３割負担 758 1,134 1,795 2,629

生

活

援

助

サービスに要する時間
２０分以上

４５分未満
４５分以上

① 単位数（訪問介護費） 179 220

② 特定事業所加算（Ⅰ） 単位数 36 44

③ ①＋②合計単位数 215 264

④ 介護職員等処遇改善加算単位数 44 54

⑤ ③＋④合計単位数 259 318

⑥ 利用料金 2,771 3,402

⑦
うち、介護保険から

給付される金額

１割負担 2,493 3,061

２割負担 2,216 2,721

３割負担 1,939 2,381

⑧
サービス利用に係る

自己負担額(⑥-⑦）

１割負担 278 341

２割負担 555 681

３割負担 832 1,021
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利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれ

ば、介護保険給付対象となります。

・夜間（午後６時から午後１０時まで） ：２５％

・早朝（午前６時から８時まで） ：２５％

・深夜（午後１０時から午前６時まで） ：５０％

※利用者の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者又はその家族等の

同意を得て、訪問介護員が２人で訪問する場合は、２人分の料金となります。（訪問介護のみ）

※介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額

が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない

場合があります。その場合、利用者は１ヶ月につき料金表の利用料金全額をお支払いくださ

い。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を

変更します。

【各種加算料金】

１割負担 ２割負担 ３割負担

初回加算

（1月 ２００単位）
310円 619円 928円

過去２ヶ月に指定訪問介護を受けていない場

合に加算。

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対

して、初回に実施した訪問介護と同月内にサ

ービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場

合又は他の訪問介護員が訪問介護を行う際

に同行訪問した場合に加算します。

緊急時訪問介護加算

（１回 １００単位）
156円 311円 466円

1回の要請につき１回を限度として加算。

利用者やその家族等からの要請を受けて、サ

ービス提供責任者が介護支援専門員と連携

を図り、介護支援専門員が必要と認めた時に

、サービス提供責任者又はその他の訪問介

護員等が居宅サービスにない訪問介護（身体

介護）を行った場合に加算します。

生活機能向上

連携加算（Ⅰ）

（1 月 １００単位）

156円 311円 466円

サービス提供責任者が、訪問リハビリテーショ

ン事業所または通所リハビリテーション事業所

の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

（以下「理学療法士等」という。）による訪問リ

ハビリテーション又は通所リハビリテーション

の一環として利用者の自宅を訪問する際にサ

ービス提供責任者が同行する等により、理学

療法士等と共同して行ったアセスメント結果に

基づき訪問介護計画を作成。また当該理学

療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサ

ービス提供を行い、当該計画に基づく初回の

訪問介護が行われた日から３ヶ月間、算定し

ます。



- 12 -

生活機能向上

連携加算《Ⅱ）

（１月 ２００単位）

310円 619円 928円

サービス提供責任者が、訪問リハビリテーシ

ョン事業所または通所リハビリテーション事業

所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リ

ハビリテーションを実施している医療提供施

設（原則として許可病床数 200 床未満のもの

に限る。）の理学療法士・作業療法士・言語

聴覚士・医師が訪問して行う場合、算定しま

す。

口腔機能強化加算

（１月 ５０単位）
77 円 154 円 231 円

口腔の健康状態の評価を実施した場合にお

いて、利用者の同意を得て、歯科医療機関

及び介護支援専門員に対し、当該評価の結

果の情報提供を行ったときに加算します。

介護職員等処遇改善加

算（Ⅰ）

国が定める基準に適合し、介護職員の処遇改善等を実施しているものとして

、所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位）に２４．５％

を乗じた単位数を加算します。

特定事業所加算

（Ⅰ）

国が定める基準に適合し、利用者に対し訪問介護を行った場合、所定単位

数（基本サービス費）に２０％を乗じた単位を加算します。

特定事業所加算

（Ⅱ）

国が定める基準に適合し、利用者に対し訪問介護を行った場合、所定単位

数（基本サービス費）に１０％を乗じた単位を加算します。

特定事業所加算

（Ⅴ）

国が定める基準に適合し、利用者に対し訪問介護を行った場合、所定単位

数（基本サービス費）に３％を乗じた単位を加算します。

（2） 交通費

２の(4)の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。

通常の事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は，通常の事業の実施地域を越えた所

から公共交通機関を利用した実費が必要となります。

なお、自動車を使用した場合は次の交通費をいただきます。

事業の実施地域を越えた地点から、片道５キロ未満 500円

事業の実施地域を越えた地点から、片道５～１０キロ未満 1,000円

事業の実施地域を越えた地点から、片道１０キロ以上 1,500円

（3） その他の費用

サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者の負担となりま

す。

付き添い受診交通費 実費
範囲外の買物同行 実費
記録等の写しの交付 １枚につき 20 円
その他の介護保険外サービス

その他の介護保険外サービスの料金は以下の通り

介護保険外サービス提供時間 費 用

３０分未満 2,000 円

３０分以上１時間未満 3,000 円

１時間以上１時間３０分未満 4,000 円
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１時間３０分以上 以降３０分毎に５００円を加算

※ 但しその他の介護保険外サービスのみの提供は原則として実施できません。

※ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前まで

にご説明します。

（4） キャンセル料（介護型ヘルプサービス、生活支援型ヘルプサービスは月額定額報酬のた

め、キャンセル料は発生しません。）

※利用者の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。

ただし、利用者の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

利用日の前日に連絡があった場合 無 料

利用日の前日までに連絡がなかった場合 利用料自己負担部分の10％

（自己負担相当額）

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者及びその家族等に提示して

協議します。

（5） 利用料等のお支払方法

１か月ごとに計算し、前月分のご請求いたしますので、翌月２７日までに以下のいずれか

の方法でお支払い下さい。

お支払方法が②以外の方は、請求書到着後１０日以内に、①、②、③のいずれかの方法で

お支払い下さい。

① 窓口での現金支払

② 指定口座からの自動引き落とし

③ 指定銀行口座への振込み

振込先：滋賀銀行 山科支店

預金種別：普通預金

口座番号：725403

口座名義：社会福祉法人京都悠仁福祉会 理事長 武田隆久

※入金確認後、領収証を発行します。

５ 事業所の特色等

（1） 事業の目的

この事業は、要介護者及び要支援者、事業対象者(利用者)が居宅において日常生活が

できるよう、家庭に訪問介護員を派遣して炊事、洗濯、買い物等の家事援助及び食事、入

浴、排泄等の介護を行い、日常生活を営むに必要な便宜を提供することにより、高齢者の

生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持回復を図るとともに、その家族の身

体的・精神的な負担の軽減を図る。

（2） 運営方針

① 尊敬と思いやりの心をもって専門的サービスを提供し、利用者が安心して豊かに生

活できる環境づくりに努めます。

② 利用者の人権を尊重し、平等に接し、常に利用者の立場に立ったサービス提供を
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心掛け、利用者に信頼される事業運営を行います。

③ 地域に信頼される福祉拠点として併設の各サービスと総合的介護機能を充実させ、地

域社会の信頼に応えます。

④ 職員がお互いに力を合わせて魅力あるサービス提供に努め、常にサービスの自己評

価を行うとともに改善を図るため、職員の研修及び自己研鑽に努める。

⑤ 事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成25年1月9日京都市条例第39号）」、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年 3月 31 日

厚生省令第 37 号）」、「京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要網」等に定める

内容を遵守し、事業を実施するものとする。

（3） その他

事項 内容

訪問介護計画の作成及び事後評価

担当のサービス提供責任者・訪問事業責任者・運営マッチン

グ担当者が、利用者の直面している課題等及び利用者の希

望を踏まえて、訪問介護計画を作成します。

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果

を書面（サービス報告書）に記載して利用者に説明のうえ交付

します。

従業員研修 年12回以上継続研修を行っています。

採用時研修 採用後１ヵ月以内に採用時研修を行っています。

個別研修 毎月、個別課題をテーマに研修を行っています。

６ 苦情の受付

（１） 当事業所に対する苦情や緊急時のご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

当事業所相談窓口

苦情受付担当者 小泉 裕子

苦情解決責任者 藤原 啓行

ご利用時間 ８：３０～１７：００

ご利用方法 電話（０７５－７４１－８５５０）

面接（当事業所相談室）

苦情箱（当事業所に設置）

当法人相談窓口

第三者委員 林 幸子

ご利用時間 ８：３０～１７：００

ご利用方法 電話（０７５－５６１－１８２２）

京都市下京区役所健康長寿推進課

高齢介護保険担当

京都市伏見区役所深草支所健康長

寿推進課高齢介護保険担当

京都市東山区役所健康長寿推進課

高齢介護保険担当

受付時間：月曜日～金曜日８：３０～１７：００（12：00～13：00除く）

電話番号：０７５－３７１－７２２８（直通）

受付時間：月曜日～金曜日８：３０～１７：００（12：00～13：00除く）

電話番号：０７５－６４２－３６０３（直通）

受付時間：月曜日～金曜日８：３０～１７：００（12：00～13：00除く）

電話番号：０７５－５６１－９１８７（直通）



- 15 -

（２） 苦情対応方法

※ 必要に応じて対応指示

７ 緊急時及び事故発生時等における対応方法

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、

緊急時連絡先（家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をする

とともに必要な措置を講じます。

また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に加え

京都市、市町村、当該利用者の家族及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連

絡を行います。

事業所の連絡先 ０７５-７４１-８５５０

対応時間 対応時間は営業時間に準ずる

主治医

氏名

電話番号

緊急連絡先
氏名 続柄

電話番号

居宅介護支援事業所

事業所名

担当介護支援専門員

電話番号

京都市南区役所健康長寿推進課高

齢介護保険担当

受付時間：月曜日～金曜日８：３０～１７：００（12：00～13：00除く）

電話番号：０７５－６８１－３２９６（直通）

京都府国民健康保険団体連合会 受付時間：月曜日～金曜日９：００～１７：００（12：00～13：00除く）

電話番号：０７５－３５４－９０９０

苦情受付（苦情受付担当者）

苦情等の内容、利用者等の意向等の確認

(苦情受付担当者)

担当者からの状況聴取（苦情解決責任者） 第三者委員へ報告

苦情解決の話し合い（責任者・申出人・※必要に応じて第三者委員）

苦情解決・改善経過報告（苦情解決責任者）
苦情解決結果公表

※個人情報に関するものを除く
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８ サービスの利用に関する留意事項

（１） サービス提供を行う訪問介護員

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっ

ては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。

（２） 訪問介護員の交替（契約書第６条参照）

① 利用者からの交替の申し出

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当

と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護

員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の訪問介護員の指名はで

きません。

② 事業者からの訪問介護員の交替

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場

合は利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に

配慮するものとします。

（３） サービス実施時の留意事項（契約書第７条参照）

① 定められた業務以外の禁止

利用者及びその家族等は「３.４当事業所が提供するサービスと利用料金」で定められ

たサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

② 訪問介護の実施に関する指示及び命令

訪問介護の実施に関する指示及び命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は

訪問介護の実施にあたって利用者の事情及び意向等に十分に配慮するものとします。

③ 備品等の使用

訪問介護実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させて

いただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきま

す。

（４） サービス内容の変更（契約書第１０条参照）

サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができ

ない場合には、サービス内容の変更を行います。また、著しくサービスの提供時間がプラン

上の標準時間と乖離している場合、事業者は、介護支援専門員に連絡し、変更したサービ

スの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。

（５） 訪問介護員の禁止行為（契約書第１４条参照）

訪問介護員は利用者に対する訪問介護の提供にあたって、次に該当する行為は行いま

せん。

９ 個人情報の保護

個人情報保護のため「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成２９年５月３０日改正 厚生労働省）」

を遵守する。

① 医療行為

② 利用者及びその家族等からの金銭又は高価な物品等の授受

③ 利用者の家族等に対する訪問介護の提供

④ 利用者及び家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動

⑤ その他利用者及びその家族等に行う迷惑行為



- 17 -

したがって、契約者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期するとともに、正当な理

由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしません。また、退職後も同様とします。

当事業所において利用者およびその家族の個人情報の利用目的は次の通りです。

・ 当施設が利用者様等に提供するサービス

・ 居宅介護支援事業所等に対する情報提供

・ 業務の維持・改善のための資料

・ 学生等の実習への協力

・ 介護保険事務

・ 協力医療機関と連携を図るための情報共有

・ 歯科医療機関及び介護支援専門員と連携を図るための情報提供

・ 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）おける厚生労働省への情報提供

・ 業務上必要な行政への対応

・ 家族への心身の状況説明及び家族からの問い合わせ対応

・ 損害賠償保険等に係る保険会社への相談または届出等

・ 外部監査機関、評価機関等への情報提供

以上の利用目的以外で契約者の情報を利用する場合は、契約者に対し個別に理由を説明

し同意を得た上で行います。

１０ 衛生管理

訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品

等の衛生的な管理に努めます。

１１ 感染症対策・業務継続に向けた取り組み

感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構

築する為に、次の措置を講ずるものとします。

（１）感染症対策・業務継続に関する定期的な委員会の開催

（２）感染症対策・業務継続に関する指針の整備

（３）定期的な研修及び訓練の実施

１２ 身体拘束の禁止

（１）事業者は、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に

は、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観

察記録、検討記録等、記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行います。

（２）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施します。

１３ 人権の擁護・虐待防止に関する事項

利用者の人権の擁護・虐待等の防止を図る為、従業者に対する定期的な研修の実施、

虐待防止の為の指針の整備を行い、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護（利用

者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場

合は、速やかに、これを市町村に通報します。
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１４ ハラスメント防止に関する事項

適切なサービスの提供を確保する観点から、従業者に対する次に示すハラスメントの防止の

為に必要な措置を講ずるものとします。

（１）身体的な力を使って危害を及ぼす行為（回避して危害を免れた場合も含む）

（パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、他）

（２）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為

（パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、他）

（３）意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ

（セクシュアルハラスメント）

１５ 利用者への説明・同意等に係る見直し

利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も

踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下

の見直しを行います。

【省令改正、通知改正】

ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることと

する。

イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替

手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。

１６ 第三者評価の受診状況

当施設では、個々のサービス事業者の組織運営及びサービス提供内容について、その透明

性を高めるとともに、サービスの質の向上・改善に寄与することを主な目的として、介護サービ

ス第三者評価を受診しています。

直近の受診年月日 ： 令和６年２月１９日

評価機関名称 ： 一般社団法人 京都私立病院協会

評価結果につきましては、当施設ホームページ及び京都介護・福祉サービス第三者評価等

支援機構のホームページで閲覧いただけます。

１７ 利用者へのお願い

サービス利用の際には、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を提示してください。

１８ 連帯保証人

事業者は、利用者に対し、連帯保証人を求めることがあります。ただし、利用者に連帯保証

人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。

連帯保証人は、契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務につき、利用者と連帯し

て履行の責任を負うものとします。

利用者が利用料等の諸費用を支払わない場合は、極度額（上限額）３０万円を連帯保証人

が支払うものとします。


